
 

第 10 回 日本口腔衛生学会認定地域口腔保健実践者研修会開催要領 

 
「地域で活かす！ 

最新トピックスで学ぶフッ化物応用の実践知」 
 

講師：日本口腔衛生学会 フッ化物応用委員会 委員長 

東京科学大学大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 

 教授  相田 潤 先生 

 

【研修会概要】 

フッ化物応用は 1940 年代からう蝕予防に利用されており極めて長い歴史を持つ。そのためい

まさらフッ化物応用について学ぶことがあるのか、という疑問の声もあるかもしれない。しかしなが

ら、健康日本２１（第三次）、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の全部改正、地方公共団

体における歯科保健医療業務指針、WHO 必須医薬品リストなど最近の政策や文献の中でもフッ

化物応用が記載され、考え方がアップデートされている。 

科学の進展とともに更新されていく情報を正しく理解しなくては、う蝕が減ったといわれる中でな

ぜフッ化物応用が必要か、WHO の推奨と 6 歳未満のフッ化物塗布やフッ化物洗口、4 学会合同

の歯磨剤の推奨、フッ化物配合歯磨剤が普及した現在の日本における集団フッ化物洗口の効果、

フッ化物応用と健康格差、なぜフッ化物応用のアドボケートが必要なのかといったテーマについて

正しく理解することが難しくなる。アップデートは必ずしも簡単ではなく、実際、専門家の間でも混

乱されている場面も散見される。そこで本講演ではフッ化物応用の新しい情報について、地域保

健の実践や臨床での指導で活用できる知識を整理したい。 

 

１．主催等                         

主催：一般社団法人 日本口腔衛生学会 

運営：認定制度運営委員会地域口腔保健実践者認定部会 

 

２．対象 

行政、歯科医師会・歯科衛生士会をはじめ、学校、企業、施設などで口腔保健活動に関わ

る方を広く対象としています。 

（歯科専門職以外の方、日本口腔衛生学会員でない方も参加できます。） 

 

３．開催方法 

 WEB 開催：オンライン（Zoom 使用）でのみご参加いただけます。 

 

４．日時 

LIVE 配信：2026（令和 8）年 3 月 8 日（日） 10:00～11:30 

見逃し配信：2026（令和 8）年 3 月 16 日（水）19:00～20:30 

※見逃し配信では質疑応答はありません。 

 

 



５．申込方法・申込期間 

以下の URL に接続し、必要事項をご記入のうえ、お申込みください。 

https://oha1.heteml.net/jsoh/form_oralhealth_10/ 

右の QR コードからもお申込みいただけます。 

【申込期間】 

2025（令和 7）年 12 月 24 日（水）15:00～2 月 24 日（火）17:00 

 

・お申込み後に申込確認メールが届きます。 

・携帯電話アドレスを使用する方は、gakkai37@kokuhoken.or.jp からのメールが受信できるよう、

あらかじめ設定を行ったうえでお申込みください。 

・確認メールが申込時に登録したメールアドレスに届かない場合は、本学会事務局までお問い

合わせください。 

 

６．受講料   会 員   2,000 円（※認定実践者は認定期間中（5 年間）無料） 

非会員   3,000 円 

・参加申込後 3 日以内をめどに、本学会事務局より受講料の払込方法（振込先）を案内するメ

ールを送信いたしますので、2026（令和 8）年 3 月 2 日（月）までにお振込みください。 

  

７．注意事項 

 ・研修を受講できるインターネット環境およびパソコン、スマホ、タブレット等の動作検証について

はご自身でご準備をお願いします。 

 ・受講に伴う通信費用は各自でご負担ください。 

 ・講演の録画、録音、撮影（スクリーンショット含む）、および資料の 2 次利用、詳細内容の SNS

への投稿はご遠慮ください。 

 ・お申込みと受講料の納入が完了した方には、研修会開催 3 日前（2026 年 3 月 5 日（木））まで

に研修受講用の入室 URL をメール送信いたします。 

・修了証は、参加申込みの際にご登録いただいた住所へ後日学会事務局から郵送します。 

 

【お問い合わせ先】 

  一般社団法人 日本口腔衛生学会事務局  

E-mail： gakkai37@kokuhoken.or.jp 

        電話  ： 03-3947-8891 

 

【地域口腔保健実践者認定申請のための研修要件に関する留意事項】 
・本制度において地域口腔保健実践者として認定されるためには、研修要件として認定申請

の直近 5 年間に 10 単位の取得が必要です（研修以外の認定要件は上記 WEB サイトでご
確認ください）。 

・本研修会を 1 回受講することにより 5 単位を取得することができます。ただし、同一内容の
研修会の LIVE 配信と見逃し配信を受講しても、2 回分とはならず、1 回分 5 単位のみの認
定となります。 

・一方、各研修会の際に提示される課題に対するレポートを提出（任意）し、審査に合格する
と、さらに 5 単位を取得することができ、地域口腔保健実践者の認定を受けるための研修
要件 10 単位を満たすことも可能となっています。 

・本学会の非会員であっても受講が可能であり、非会員の状態で取得した単位も、入会後に
認定審査を受ける際に有効となります。 

 


